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１． 水産物の原産地表示（特に貝類）について、現在の表示の方法と考え方、その考え

方となった経緯について 

 

１ 生鮮食品の原産地は、原則として農畜水産物が生産（採取及び採捕を含む。）さ

れた場所となっていますが、養殖した水産物については、製品となる前に、生きた

まま産地を移動し、複数の産地で育成された場合、最も育成期間の長い場所を原産

地として表示することが原産地表示の基本的な考え方です。 

 

２ 具体的にその原産地は、 

①国産品には水域名又は地域名（最も養殖期間が長い「主たる養殖場」が属する都

道府県名をいう。）を 

②輸入品には原産国名を 

表示してください。 

 ただし、水域名の表示が困難な場合には、水揚げした港名又は水揚げした港が属

する都道府県名をもって水域名の表示に代えることができます。 

 また、国産品には水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を、

輸入品には原産国名に水域名を併記することができます。 

 

３ 複数の原産地で同じ種類の水産物を混合している場合は、全体重量に占める割合

の高いものから順に、原産地を表示してください。また原産地が異なる数種類の水

産物の詰め合わせは、それぞれの水産物の名称に原産地を併記してください。 

 

４ この考え方は、食品表示法による改正前のＪＡＳ法以来から引き継がれているも

のですが、特に貝類のうちアサリの原産地表示については、平成 17 年４月に、原産

地を誤った表示方法で表示する等の不適正な事例が確認されたことを受け、輸入し

たアサリを国内で２、３か月蓄養しても国内の成育期間より外国での採捕前の成育

期間の方が明らかに長いことから、原産地表示の基本的な考え方によれば、輸入前

に採捕された国が原産国となる旨を示した上で、適正な表示を行っていただくよう

周知していました。 

 

５ また、平成 22 年３月には、食品表示基準 Q&A の前身である「食品表示に関する

Q&A」を公表し、アサリの稚貝を輸入し又は国内から移植して繁殖させ、成貝を漁獲

する場合に、当該アサリの最も蓄養期間が長い産地を表示することとし、その場所

での蓄養期間が長いことを証明できる必要があるという考え方を示していました。 

 

６ しかしながら、輸入したアサリについては、外形により成育期間を正確に把握す

ることが困難であり、さらに、事実と異なる成育期間の証明等をもって、国内での

成育期間が海外での成育期間より長いこととした上で、原産地を国内の産地と表示

する複数の事案が確認されました。 
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７ このため、令和４年３月、原産地表示の考え方について適正な理解を促進するた

め、 

① 出荷調整用その他の目的のため、水産動植物を短期間一定の場所に保存すること

を「蓄養」と定義した上で、「蓄養」の期間は貝類の全体の成育期間には含まれ

ないこととする 

② 輸入したアサリの原産地は、蓄養の有無にかかわらず輸出国となることを示す。

なお、例外として輸入された稚貝のアサリを区画漁業権に基づき１年半以上（※）

育成（養殖）し、育成等に関する根拠書類を保存している場合には、国内の育成

地を原産地として表示できることを示す 

（※）輸入したアサリの成育期間の確認が困難なため、アサリの採捕までの一般的な所要年数が３年程度 

       であることを踏まえた整理。 

③ 国内の他地域から稚貝のアサリを導入する場合、成貝の輸入したアサリを放流し

たことと区別するため、稚貝のアサリの根拠書類を保存する必要があることを示

す 

の３点について食品表示基準 Q&A の改正を行いました。 
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２．輸入後、国内で蓄養・放流した貝類の原産地の取扱いについて 

 

【輸入貝類を蓄養した場合の原産地表示の考え方】 

 

１ 輸入後、出荷調整や砂抜きのため国内で蓄養した貝類の原産地は、その輸出国と

なります。 

 

２ この場合の「蓄養」とは、出荷調整用その他の目的のため、水産動植物を短期間

一定の場所に保存することをいい、当該動植物を育成する行為には含まれません。

また、「育成」とは、給餌・無給餌に関わらず、人工手段を加え、当該貝類の発生

又は成育を積極的に増進し、その個体の数又は量を増加させること（養殖を含む。）

をいいます。 

 

３ また、国内の貝類の育成に当たっては、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 68

条の規定により、区画漁業権の免許を受けている必要があります。国内における貝

類の育成期間を、貝類の全体の成育期間に含めることができるのは、このような区

画漁業権の免許を受けて育成を行った場合に限りますが、区画漁業権の免許を受け

ている場合であっても蓄養した期間は、貝類の全体の成育期間（※）に含めること

はできません。 

※ この場合の「成育」とは、貝類の着底から出荷までの期間に生じている生長現象

を指し、「成育期間」には、区画漁業権に基づき育成（養殖を含む。）されてい

る期間や放流・天然に関わらず共同漁業権の設定された区域において貝類が生長

する期間を含みます。 

 

 （例）       

             Ａ国    国内（Ｘ県） 

・・・国内（Ｘ県）では、出荷調整や砂抜きのための蓄養のみの場合 

 → 原産地はＡ国と表示 

 

 

【輸入したアサリの原産地表示の考え方】 

 

４ 農林水産省によれば、現在、アサリについては稚貝での輸入実態は確認されてい

ません。したがって、Ａ国から輸入したアサリを放流し、その後掘り上げることは、

成貝の輸入したアサリの保管又は出荷調整の行為に相当すると考えられ、すなわち

「蓄養」に該当します。このため、原産地は「Ａ国」と表示することとなります。 

 

５ 成貝の状態でＡ国から輸入したアサリの原産地表示の根拠書類として、輸入した

アサリの通関に関する書類（輸入許可通知書、産地証明書（CERTIFICATE OF ORIGIN）、

その他通関に関する書類）を保存する必要があります。 



4 

 

６ 輸入した成貝のアサリを放流することにより、国産のアサリと海浜中で混在し、

それらを掘り揚げた場合は、両方の産地を重量順に表示することとなりますが、仕

分けが困難な場合は、漁獲区域の輸入したアサリの放流量と国産アサリの漁獲量の

データを照らし合わせ重量比率を算出する方法などが考えられます。 
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３．輸入した稚貝のアサリ（又は国内の他地域の稚貝のアサリ）を国内において区画漁業

権に基づき育成した場合の原産地表示の考え方及び国内における育成に係る根拠書類 

 

１ 農林水産省によれば、現在、アサリについては稚貝での輸入実態は確認されてい

ません。したがって、輸入したアサリは成貝の状態で輸入されたものと考えられる

ため、原則として輸出国を原産地表示することとなります（２．の４参照）。 

なお、例外として稚貝のアサリを輸入し国内で区画漁業権に基づき長期間育成す

る場合には、最も育成期間の長い産地を表示することとなります。具体的には、農

林水産省によれば、我が国においてはアサリの着底から採捕に至るまでの所要年数

が概ね３年程度であることから、稚貝のアサリを輸入し、その後国内において区画

漁業権に基づき１年半を超えて育成した場合、当該アサリの原産地は育成した産地

名を表示することとなります。 

 

２ この場合、原産地の表示が間違いでないことの根拠を示す書類として、稚貝のア

サリの輸入及び国内における育成に係る根拠書類（行政機関等の求めに応じて表示

の根拠を説明できる書類）を保存する必要があります。 

 

３ 具体的には、輸入業者や国内生産者が保存している 

① 輸入したアサリに係る根拠書類として 

（ア） 輸入したアサリの通関に関する書類（輸入許可通知書、産地証明書

（CERTIFICATE OF ORIGIN）、その他通関に関する書類） 

（イ） 輸入した稚貝のアサリを小分けする場合、実際に漁場に導入されたアサ

リと通関証明書を突合できる書類（ロット単位で番号管理することとし、

小分けしても小分け後のアサリに番号を付与する等の対応が必要となりま

す。） 

に加え、 

② 国内における育成に係る根拠書類として、 

（ア）区画漁業権の免許を受けた区域における漁場の利用状況が確認できる書類

（漁場図、小間図、小間の番号、面積がわかるもの等） 

（イ）稚貝のアサリの搬入・搬出明細書（税関提出書類：小間別の搬入・搬出の

記録） 

（ウ）小間毎の漁場へのアサリの導入日、導入数量の記録 

（エ）小間毎の漁場からのアサリの収穫日、収穫数量の記録 

（オ）区画漁業権の登録済証（区画漁業権の免許を漁協等が受けている場合には、

育成をする者が当該区画漁業権を行使できる者か別途確認する必要があり

ます。） 

などが考えられます。 
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４ 国内の他地域の稚貝のアサリを区画漁業権の免許を受けた区域において育成し、

成貝を収穫する場合は、当該アサリの成育期間全体において最も長い育成期間の産

地を原産地として表示することとなります。この場合についても、 

① 国内の他地域の稚貝のアサリの産地の根拠書類（４．参照） 

② 国内における育成に係る根拠書類（上記３②参照） 

を保存する必要があります。 

 
 
 
４．国内の他地域のアサリを放流した場合の原産地表示の考え方 

 

  アサリを採捕する前段階において、ｘ地域のアサリの稚貝をｙ地域の海浜におい

て放流し、成貝に育ってから採捕した場合は、当該海浜から漁獲されたアサリは、

採捕地である y 地域を産地として表示することとなります。ただし、成貝の輸入し

たアサリを放流したことと区別をするため、稚貝のアサリの産地の根拠書類として

以下の書類を保存する必要があります。 

① 国内における稚貝のアサリの採捕者（漁協）名及び採捕者別の採捕履歴（採捕し

た日時及びその数量） 

② 稚貝のアサリに係る出荷伝票（稚貝のアサリを出荷した日時、出荷先、出荷数量

及び売買取引伝票） 

 


